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独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する 

勧告の方向性について 

 

今般、当委員会は、貴省所管の独立行政法人（独立行政法人日本学生支

援機構、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人国立高等専門学校

機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財

務・経営センター）の主要な事務及び事業の改廃に関して勧告の方向性を

別紙のとおり取りまとめました。 

今後、貴省におかれては、本年の予算編成過程において、この勧告の方

向性の趣旨が最大限いかされるよう見直しを進めていただき、最終的な見

直し内容を決定した際には、当委員会に通知していただくようお願いいた

します。 

当委員会としては、今後、当該法人の新中期目標・新中期計画の策定等

に向けた貴省、当該法人及び貴省独立行政法人評価委員会の取組を注視し、

必要な場合には、独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）に基づく

勧告を行うこととしております。引き続き、当委員会の審議に御協力いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 
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別紙 

独立行政法人日本学生支援機構の主要な事務及び事業の改廃に 

関する勧告の方向性 

 

 

独立行政法人日本学生支援機構（以下「本法人」という。）の主要な事務及び事業につ

いては、独立行政法人として真に担うべきものに特化し、業務運営の効率性、自律性及び

質の向上を図る観点から、国の財政支出の縮減にもつながるよう、以下の方向で見直しを

行うものとする。 

 

第１ 事務及び事業の見直し 

 １ 奨学金貸与事業の見直し 

(1) 貸与基準等の見直し 

奨学金貸与基準のうち収入基準については、①昭和59年度に定めた基準を基に、

消費者物価上昇率等を掛け合わせて改訂を重ねており、最新のデータに基づく奨学

金の対象となる世帯所得の根拠を明確にできない、②第二種奨学金の基準額は、平

成24年度の「家計調査」（総務省）の勤労者世帯の所得と比較しても、また、「平

成21年全国消費実態調査」（総務省）の勤労者世帯のうち大学生の親世代に相当す

る50歳代の年間世帯収入と比較しても高い、③基準を満たす者の収入限度額の積算

内訳のうち給与所得世帯への給与所得控除額分の上乗せ額が、所得税の給与所得控

除額と比較して高いといった状況が見受けられる。 

このため、最新のデータを基に奨学金の対象となる世帯所得の根拠を明確にしつ

つ、奨学金貸与基準の収入基準について見直すものとする。 

また、第一種奨学金の単独貸与者よりも、多額の奨学金の貸与を受けることにな

る第一種及び第二種奨学金の併用貸与者の延滞率が高く、また、同一の所得水準の

世帯において、貸与金額の多い併用貸与者の延滞率が、貸与金額の少ない併用貸与

者より高くなっている。 

このため、第一種及び第二種奨学金の併用貸与を行う場合、修学を行う上で真に

必要な額となるよう、貸与基準の細分化及び貸与上限額の引下げについて検討する

とともに、より厳格な審査を行うものとする。 



 

(2) 適格認定制度の着実な実施 

奨学生が継続して奨学金の貸与を受ける場合は、年１回、本人が「奨学金継続願」

を提出し、大学等は、提出された「奨学金継続願」の内容に加え、学修状況等を厳

格に審査の上、奨学金継続の可否等を認定し、本法人に報告している。 

この大学等の審査に関して、平成23年度適格認定で「警告」認定を受けた1万

2,329件に対し、大学等において本法人の定める「適格基準の細目」に沿った認定

が行われているか本法人が調査を実施した結果、不適切なケースが586件認められ

た。 

不適切と認められた認定は、本法人が厳格な審査の実施について周知を図ってき

たにもかかわらず、大学等における認定基準に対する理解不足が主な原因で発生し

ている。 

このため、本法人は、大学等が適切な認定を行えるよう、当該調査結果等を踏ま

えて「適格基準の細目」をより明確化、具体化するとともに、大学等に周知を徹底

するものとする。 

また、これらの措置をとったにもかかわらず、継続的に不適切な認定を行った大

学等があった場合には、大学等の名称を公表する等により再発の防止を図るものと

する。 

 

(3) 回収に係る成果指標の見直し 

本法人の債権について、現行中期目標で成果指標として用いている総回収率では、

過去の延滞債権の状況に大きく影響され、新規の延滞債権や既延滞債権の実態を評

価することができないことから、次期中期目標において、総回収率に代わる適切な

成果指標を設定するものとする。 

また、成果指標の目標値を設定する際には、現行中期目標期間における回収促進

の取組により、回収率が改善傾向にあることを踏まえて適切な数値を設定するもの

とする。 

 

(4) 機関保証の検証方法の見直し 

本法人は、「「独立行政法人日本学生支援機構の主要な事務及び事業の改廃に関



する勧告の方向性について」における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成18年12

月24日行政改革推進本部決定）を踏まえ、機関保証の妥当性を毎年度検証するため、

奨学金貸与事業に関して識見を有する学識関係者、金融関係者、法曹関係者等によ

り構成される「機関保証制度検証委員会」を設置しており、平成20年度以降毎年度

検証を行っている。 

しかしながら、同委員会では、債務保証の収支、代位弁済・回収状況等の検証は

行われているが、公益財団法人日本国際教育支援協会の将来の事業コスト等を踏ま

えた十分な検証は行われていない。 

このため、本法人に対し、将来の事業コスト等を踏まえた事業計画を明らかにさ

せた上で、同委員会等で当該計画の実効性、妥当性も含めて毎年度検証するものと

する｡ 

また、その際には、保証料率について、その水準を他の保証機関と比較した上で、

その合理性を明らかにするものとする。 

 

２ 留学生支援事業の見直し 

(1) 文部科学省外国人留学生学習奨励費に係る基準の見直し 

文部科学省外国人留学生学習奨励費については、「外国人の受入れ対策に関する

行政評価・監視 －技能実習制度等を中心として－ 結果に基づく勧告」（平成25

年４月19日総務省）において、教育機関から発生する不法残留者数等を踏まえた推

薦依頼数・採用数の削減等に係る基準を策定することが求められていることから、

当該勧告内容を踏まえた明確な基準を策定するとともに、その基準を厳格に運用す

るものとする。 

 

(2) 日本留学試験の見直し 

日本留学試験については、「「留学生30万人計画」骨子」（平成20年７月29日文

部科学省ほか関係府省）を踏まえ、応募者数及び受験者数を拡充するとされている

が、事業収支に継続的な欠損が生じていることから、その原因を分析した上で、費

用縮減、受験料の改定などの事業収支改善に向けた取組を行うものとする。 

 

３ 学生生活支援事業の見直し 



学生生活支援事業については、大学等における支援体制が一定程度整備されてきた

ことから、大学等における主体的な取組に任せ、今後は、全体を通じた問題の把握・

分析、先進的取組の共有などについて、政策上特に重要性の高いものや、大学等の取

組が不十分なものに厳選して実施することにより業務の縮小を図るものとする。 

 

第２ 業務全般に関する見直し 

上記第１に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

１ 具体的かつ定量的な目標設定 

 的確な評価を実施するため、次期中期目標においては、達成すべき内容や水準等

を可能な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標とせざるを得ない場

合であっても、目標の到達度について第三者が検証可能なものにするものとする。 

 

２ 内部統制の充実・強化 

内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独

立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が平成 22 年３月に公表した報

告書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等

の意見として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものと

する。 

 

３ 運営費交付金額算定の厳格化 

毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留

意した上で、厳格に行うものとする。 

 

４ 管理部門のスリム化 

次期中期目標期間においては、本法人の効率的な運営を図る観点から、給与計算、

資金出納、旅費計算等の管理業務について、集約化やアウトソーシングの活用など

により、法人全体として管理部門をスリム化することについて検討するものとする。  

 

５ その他 



上記１から４のほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組につい

て、着実に実施するものとする。 

 




